
東京都北区障害者運転免許取得経費補助事業実施要綱 

１ ８ 北 福 障 第 １ １ １ ５ 号 

平成１８年９月２２日区長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第３項の規定に基づき障害者

が自動車運転免許を取得する際に要する経費の一部について、予算の範囲内

において補助金を交付することにより、障害者の日常生活の利便及び生活圏

の拡大を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 補助金の対象者は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。 

（１）道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施行規則」

という。）第２３条に規定する適性試験に合格した者で、３級以上の身体障

害者、東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年３月２０日民児精発第５８号）

に規定する愛の手帳４度以上の知的障害者又は精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規定する精神保

健福祉手帳３級以上の精神障害者。ただし、身体障害者のうち内部障害に

ついては４級以上、下肢又は体幹に係る障害については５級以上の歩行が

困難な者 

（２）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第９６条

第１項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者 

（３）他の制度により免許の取得に要する費用の補助を受けていない者 

（４）補助の申請日以前引続き３月以上区内に住所を有する者 

（５）本人の前年の所得税額（扶養親族を有する者にあっては、所得税法等の

一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改正前

の所得税法第２条第１項及び第８４条第１項の規定を適用して計算した額）

が４０万円以下の者 

 

（補助対象経費） 



第３条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。 

（１）法第８４条第３項に規定する普通運転免許の取得に要する費用のうち、

自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料並びに教材費に相当す

る費用 

（２）施行規則第１８条の５に規定する限定解除で、排気量等の限定解除に直

接要する費用 

 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、第２条第１号に規定する適性試

験に合格したことを証明する書類及び前年分の所得課税又は非課税が確認で

きる書類を添付の上、東京都北区地域生活支援事業補助申請書兼利用者負担

額減額・免除等申請書（東京都北区移動支援費補助事業実施要綱（平成１８

年９月２２日区長決裁１８北福障第１１０３号）別記第５号様式）を区長に

提出するものとする。 

 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、その結果を東京都北区地域生活支援事業補助

金交付決定（申請却下）通知書（東京都北区移動支援費補助事業実施要綱（平

成１８年９月２２日区長決裁１８北福障第１１０３号）別記第６号様式）に

より当該申請者あて通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者は、第３条に規定する

補助対象経費が、第４条に規定する補助金限度額に達したとき又はこの限度

額未満の額で自動車運転免許を取得したときは、教習所等における納入証明

書（別記第１号様式）を添付の上、障害者自動車運転免許取得経費補助金請



求書（別記第２号様式）を区長に提出するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第８条 区長は、第６条の規定により交付決定を受けた者が次の各号の一に該

当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 補助額に達しない範囲で免許の取得を放棄したとき。 

（２） 補助額に達しない範囲で免許を取得したとき。 

（３） 偽りその他不正の手段により補助金の給付を受けたとき。 

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第９条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金が交付されているときは、次に掲げる額について期限を定

めて返還を命じるものとする。 

（１） 前条第１項第１号の場合は補助額と補助額を放棄した時点まで要した額

との差額 

（２） 前条第１項第２号の場合は補助額と免許取得額との差額 

（３） 前条第１項第３号の場合は補助額の金額 

 

（届出義務） 

第１０条 運転免許取得前に補助金の給付を受けた者は、運転免許を取得後障

害者自動車運転免許取得届（別記第３号様式）により、免許の取得を区長に

報告しなければならない。 

 

（委任） 

第１１条 この要綱の実施に必要な事項は、健康福祉部長が定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 北区心身障害者運転免許取得経費助成事業実施要綱（昭和５５年２月１２



日区長決裁５４北厚赤福事第４４５号）は、廃止する。 

付 則（平成２４年９月３日区長決裁２４北福障第２７３１号） 

１ この要綱は、平成２４年７月１日から適用する。 

付 則（平成２５年３月２２日区長決裁２４北福障第４６１８号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

対 象 経 費 補 助 額 

道路交通法第８４条第３項に 

規定する第１種普通自動車運 

転免許の取得に直接要する経 

費 

補助対象経費の実支出額に２/３を乗じて

得た額（この額に百円未満の端数が生じた

場合には、これを切り捨てるものとする。）

とする。ただし、補助対象者の前年の所得

税額に応じて、次表の所得階層区分ごとに

定める額とする。 

階層 前年の所得税額 補助限度額 

 A 0 円  164,800 円 

 B  1 円～42,000 円   144,200 円 

 C 42,001 円～ 

     400,000 円 

 

 123,600 円 

 

道路交通法施行規則第１８条

の５に規定する限定解除で、

排気量等の限定解除に直接要

する経費 

補助対象経費の実支出額とする。ただし、

20,600 円を限度とする。 

備考 

１ 「直接要する経費」とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教

習料並びに教材費とする。 

２ 「所得税額」とは、扶養親族を有する者にあっては、所得税法等の一部を

改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改正前の所得税

法第２条第１項及び第８４条第１項の規定を適用して計算した額をいう。 


